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認知症対応型共同生活介護 及び 介護予防認知症対応型共同生活介護 

利用契約書 
 

お客様 

 

     氏 名                              

 

性 別 男・女 生年月日 明・大・昭   年  月  日 

被保険者証番号  

要介護状態区分 要支援２・要介護 １・２・３・４・５ 

要介護認定の有効期間     年   月   日 ～      年   月   日 

 

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「事業者」という） 

 

        事業者名    ケアサポート株式会社              

（（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業者の指定番号：1170800898) 

（適格請求書番号：T5-0300-0101-4248） 

 

事業所（（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所、以下「（介護予防）認知症高齢

者グループホーム」略して「グループホーム」という） 

 

事業所名     グループホーム ケアサポートこしがや       

 

利用開始日         年    月    日 

 

 事業者は、認知症によって自立した生活が困難になったお客様に対して、家庭的な環境

のもとで日常生活の介助を通じて安心と尊厳のある生活を営むことを支援します。 

事業者は、本事業の社会的意義と責任を深く認識し、事業経営の安定とサービス水準の

維持に努力すると共に、お客様に対してその権利を尊重し、礼節と尊敬を持って接するよ

うに努めます。 

また、お客様は、事業者や他のお客様との間に相互信頼と互助の精神によって良好な関

係を形成するように努めなければなりません。 

すべての関係者は、お客様が長期にわたり安心かつ快適に暮らせる共同生活の場として

機能するよう、それぞれの立場で相協力することを誓います。 

 

第 1条（契約の目的） 

事業者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護の介護保険法関係法令と本契約の各条

項に従い、（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービス(以下｢サービス｣という)を提

供し、お客様は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 
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第２条（契約期間と更新） 

1. 本契約の契約期間は    年  月  日から    年  月  日までとしま

す。ただし、契約期間満了日以前にお客様が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介

護認定有効期間の満了日が更新された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって契

約期間の満了日とします。 

2. 契約期間満了日の３０日前までに、お客様から書面による更新拒絶の申し出がない場

合、本契約は自動更新され、以降も同様とします。 

3. 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要

介護認定有効期間の満了日とします。ただし、契約期間満了日以前にお客様が要介護

状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、変更

後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。 

 

第３条（身元引受人） 

1. 事業者はお客様に対して身元引受人を定めることを求めるものとします。 

2. 身元引受人は、本契約に基づくお客様の事業者に対する債務について連帯債務者とな

ると共に、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し、身

上監護に関する決定、お客様の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに

責任を負います。本契約が更新された場合においても、同様とします。 

3. 前項の連帯保証人の負担は、極度額 500,000円を限度とします。 

4. 連帯保証人が負担する債務の元本は、お客様又は連帯保証人が死亡したときに、確定

するものとします。 

5. 連帯保証人の請求があったときは、事業所は、連帯保証人に対し、遅滞なく、賃料及

び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、お客様の全ての債務の額等に

関する情報を提供致します。 

 

第４条（利用基準） 

お客様が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。 

① 要支援２以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること 

② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと 

③ 自傷他害の恐れがないこと 

④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと 

⑤ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛

同できること 

 

第５条（（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の作成） 

1. 事業者は、お客様の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、介護従

事者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画(以下｢介護計画｣という)を、

速やかに作成します。 

2. 事業者は、介護計画作成後においても、その実施状況の把握を行い必要に応じて介護

計画の変更を行ないます。 

3. お客様は事業者に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう申し出ることができ
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ます。この場合、事業者は明らかに変更の必要がないとき及びお客様の不利益となる

場合を除き、お客様の希望に沿うように介護計画の変更を行います。 

4. 事業者は、介護計画を作成し、また同計画を変更した場合は、その介護計画をお客様

及び身元引受人に対し、内容を説明するとともに同意を得ます。 

 

 

第６条（サービスの内容及びその提供） 

1. 事業者は、お客様に対して、前条により作成される介護計画に基づき、次の各号の各

種サービスを提供します。 

① 介護保険給付対象サービスとして、下記のサービス等を提供します。ただし、これ

らのサービスは、内容毎に区分することなく全体を包括して提供します。 

入浴、排泄、食事、着替え等の介護 

1） 日常生活上の世話 

2） 日常生活の中での機能訓練 

3） 相談、援助 

② 介護保険給付の対象外となる有料の各種サービスとして、別紙｢重要事項説明書｣の

とおり提供します。 

2. 事業者はお客様に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、お客様がその

状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提

供します。 

3. 事業者は、身体的拘束その他お客様の行動を制限しません。ただし、お客様又は他の

お客様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありま

せん。しかし、その場合も速やかな解除に努めるとともに、理由をお客様本人に説明

し、理由及び一連の経過を身元引受人に報告します。 

4. 事業者は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、

お客様の利用状況等を把握するようにします。 

 

第７条（医療上の必要への対応） 

1. 事業者は、お客様が病気又は負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必

要を認めた場合は、お客様の主治医又は事業者の協力医療機関において必要な治療等

が受けられるよう支援します。 

2. 事業者は、お客様に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関と

連絡をとり、救急治療あるいは緊急入院が受けられるようにします。 

3. 事業者は、サービス供給体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のために、別紙

｢重要事項説明書｣記載の協力医療機関と連携をとっています。 

 

第８条（利用料等の支払） 

1. お客様は事業者に対し、介護計画に基づき事業者が提供する介護保険給付サービス並

びに介護保険給付外サービスについて、別紙「重要事項説明書」のとおりの利用料等

を支払います。 

尚、介護報酬単価に改定が行なわれた場合は速やかに｢重要事項説明書(別紙)｣を作成

し、お知らせ致します。 
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2. 事業者は、お客様が事業者に支払うべき（介護予防）認知症対応型共同生活介護サー

ビスに要した費用について、お客様が介護サービス費として保険者より支給を受ける

額の限度において、お客様に代わって保険者より支払いを受けます(以下｢法定代理受

領サービス｣という）。 

3. 事業者は、お客様に対し、毎月１５日までに、前月の利用料等の請求書を送付します。

請求明細書は、請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けて記載しています。 

4. 料金のお支払いは、原則、口座振替とさせていただきます。なお、口座振替にあたり

株式会社ジェーシービー（収納代行会社）へ振替口座を預金口座振替依頼書にてご指

定頂きます。お支払(振替)期日は、利用の翌月２６日とします。また、期日に振替が

なされなかった場合、又は上記以外の方法による場合は、手数料をお客様負担にて振

込もしくは別途現金にてお支払いいただきます。 

5. 事業者は、お客様からの要望があった際には、領収証を発行します。 

6. お客様が事業者に支払うべき利用料等を正当な理由なく滞納した場合において、事業

者がお客様に対して１５日間以内に滞納額を支払うよう勧告したにもかかわらず、全

額の支払いがないとき事業者は、契約の解除を勧告します。 

 

第９条（法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付） 

事業者は、法定代理受領サービスに該当しない（介護予防）認知症対応型共同生活介護

サービスを提供した場合において、お客様から利用料の支払いを受けたときは、お客様

が償還払いを受けることができるように、お客様に対してサービス提供証明書を交付し

ます。サービス提供証明書には、提供した介護保険給付対象の各種サービスの種類、内

容、利用単位、費用等を記載します。 

 

第 10条（お客様の権利） 

お客様は、グループホームのサービスに関して以下の権利を有します。これらの権利を

行使することによって、お客様はいかなる不利益を受けることはありません。 

① 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持する

こと 

② 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、及び主体的

な決定が尊重されること 

③ 安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること 

④ 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な  介護を継続

的に受けられること 

⑤ 必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受けられること 

⑥ ご家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ個人情報が守られること 

⑦ 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること 

⑧ 暴力や虐待及び身体的精神的拘束を受けないこと 

⑨ 生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと 

⑩ 生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は専門家又は第三者

機関の支援を受けること(苦情受付窓口等は｢重要事項説明書｣に記載しています。） 

 

第 11条（お客様及び身元引受人の義務） 
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お客様及び身元引受人は、グループホームのサービスに関して以下の義務を負います。 

① お客様の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること 

② 他のお客様やその訪問者及び事業所職員の権利を不当に侵害しないこと 

③ 特段の事情がない限り、事業者の取り決めやルール及び事業者又はその協力医師の

指示に従うこと 

ただし、お客様又は身元引受人が、介護や医療に関する事業者又はその協力医師の

指示に従うことを拒否する旨を明示した書面を事業者に提示し、それによって起こ

るすべてについてお客様及び身元引受人が 責任を負うことを明らかにした場合は

その限りではありません。 

④ 事業者が提供する各種のサービスに異議がある場合は、速やかに事業者に知らせる

こと 

⑤ 市町村並びに介護保険法その他省令に基づく事業者への立ち入り調査について、お

客様及び身元引受人は協力をすること 

⑥ 禁止事項 

1）事業者もしくは事業所職員又は他のお客様に対し、宗教活動、政治活動、営利活

動などを行うこと 

2）その他、決められた物（重要事項説明書もしくは事業所において定めた規則等）

以外の持ち込み 

 

第 12条（造作・模様替え等の制限） 

1. お客様は、居室に造作・模様替えをする場合、お客様は事業者に対して予め書面によ

りその内容を届け出て、事業者の承認を得なければなりません。また、その造作・模

様替えに要した費用及び契約終了時の原状回復費用はお客様の負担とします。 

2. お客様は、事業者の承諾なく居室の錠を取り替えたり、付け加えたりすることはでき

ません。 

3. お客様は、居室以外のグループホーム内の造作・模様替え等をしてはなりません。 

 

第 13条（契約の終了） 

次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。 

① 要介護の認定更新において、お客様が自立もしくは要支援 1と認定された場合 

② お客様が死亡した場合 

③ お客様又は身元引受人が第 14条に基づき本契約の解除を通告し、予告の期間が満了

した日 

④ 事業者が第 15条に基づき本契約の解除を通告し、予告の期間が満了した日 

⑤ お客様が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、

且つその移転先の受入れが可能となったとき 

ただし、お客様が長期にグループホームを離れる場合でも、お客様又は身元引受人

と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができ

ます 

⑥ お客様が他の介護福祉施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能と

なったとき 

第 14条（お客様の契約解除） 
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1. お客様及び身元引受人は事業者に対し、いつでも３０日の予告期間をおいてこの契約

を解除することができます。 

2. お客様及び身元引受人は事業者に対し、次の各号に該当する場合においては、本条前

項までの定めに関わらず催告することなく、この契約を解除することができます。 

①第 22条の各号の確約に反する事実が判明したとき 

②本契約締結後に反社会勢力に該当したとき 

 

第 15条（事業者の契約解除） 

1. 事業者はお客様及び身元引受人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な

予告期間をおいて、この契約を解除することができます。 

ただし、事業者は解除通告をするに当たって、次の第２号を除きお客様及び身元引

受人に十分な弁明の機会を設けるものとします。 

① 正当な理由なく、利用料その他自己の支払うべき費用を支払期日より１ヶ月滞納し

たとき 

② 伝染性疾患により他のお客様の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると

医師が認め、且つお客様の退所の必要があるとき 

③ お客様の行動が他のお客様の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、且

つお客様に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判

断したとき 

④ お客様及び身元引受人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の

見込みがないとき 

2. 事業者はお客様及び身元引受人に対し、次の各号に該当する場合においては、本条前

項までの定めに関わらず催告することなく、この契約を解除することができます。 

① 第 22条の各号の確約に反する事実が判明したとき 

② 本契約締結後に反社会勢力に該当したとき 

③  お客様又はそのご家族等が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項に 

ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続し

難い重大な事情を生じさせた場合 

④ お客様又はそのご家族等が事業者の業務の円滑な遂行を妨害する場合 

⑤  事業者や事業所職員又は他のお客様の生命・身体・財産・信用を毀損するなど 

本契約を継続し難いほどの不信行為を行なった場合 

⑥ お客様又はそのご家族等が、事業者や事業所職員又は他のお客様に対し、ハラス

メント行為（身体的、精神的、言語的又は性的な嫌がらせを含むがこれらに限ら

ない）を行い、その結果、本契約を継続し難い状況を生じさせた場合 

 

第 16条（退所時の援助及び費用負担） 

契約の解除あるいは終了によりお客様がグループホームを退去するときは、事業者は予

め退去先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者又はその他の保健機関もしく

は福祉サービス機関等と連携して、お客様に対して、円滑な退所のために必要な援助を

行います。尚、お客様の退去までにお客様の生活に要した費用等の実費は、お客様の負

担とします。 
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第 17条（事故発生後の対応） 

1. 事業者はお客様に対する施設サービスにより事故が発生した場合は、速やかに市町村、

お客様のご家族に連絡して必要な措置を講じます。また、当該事故の状況及び事故に

際して採った措置について記録します。 

2. 事業者は、事故の原因が事業所の責めに帰す場合、所定の手続きを経て損害賠償を速

やかに行います。 

事業者が加入している損害賠償責任保険 あいおいニッセイ同和損保株式会社 

 

第 18条（損害賠償） 

1. 事業者は、この契約に基づいてサービス提供するにあたり、事業者もしくは事業者職

員の故意又は過失、もしくはこの契約上の注意義務違反に反してお客様の生命・身体・

財産に損害を与えた場合は、その賠償責任を負います。ただし、その損害について、

お客様の故意又は過失もしくはこの契約上の注意義務違反、事業者もしくは事業者職

員の正当な業務上の指示に対し違反が認められる場合は、その状況を斟酌し、事業者

はその賠償責任を免除、又は賠償額を減額することができるものとします。 

2. 事業者は、万が一の事故発生に備えて｢重要事項説明書｣記載の通り損害賠償責任保険

に加入しています。 

3. 事業者は、事業所の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。と

りわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 

① お客様及び身元引受人が契約締結に際し、その心身の状況及び病歴等の重要事項につ

いて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が

発生した場合 

② お客様及び身元引受人がサービスの実施にあたって、必要な事項に関する聴取、確認

に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害

が発生した場合 

③ お客様の急激な体調の変化、お一人での転倒、ベッドからの転落事故等、事業者の実

施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 

④ お客様が、事業者もしくは事業所職員の指示等に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合 

4. お客様及び身元引受人は、施設に於いて、故意又は過失もしくは第 11条に定めたお客

様及び身元引受人の義務に違反して、事業者もしくは事業所職員又は他のお客様の生

命･身体･財産に損害を与えた場合、建物又は備品を破損・紛失・汚損した場合には、

その損害賠償責任を負います。 

5. お客様の故意又は過失により、建物又は備品につき通常の保守・管理の程度を越える

補修等が必要となった場合には、その費用はお客様が負担します。ただし、次に掲げ

る自室の設備、又は備品については、退居時、又は破損時にお客様又は身元引受人の

負担により速やかに原状回復を行なうものとします。 

① カーテン･ふすまの類 

② 壁紙 

③ 自室の戸 

6. 事業者及びお客様は、１項から５項の賠償について誠意を以って速やかに対応し、履
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行するものとします。 

第 19条（サービスの実施不能） 

1. 契約の有効期間中、地震・噴火等の天災、その他事業者の責に帰すべからざる事由に

よりサービスの実施ができなくなった場合は、お客様に対して当該サービスを提供す

べき義務を負いません。 

2. 前項の場合に事業者は、お客様に対して、既に実施したサービスについては所定のサ

ービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1か月に満たない期間の

サービス利用料金の支払いを請求できるものとします。 

 

第 20条（秘密保持） 

1. 事業者は、サービスを提供する上で知り得たお客様及びその家族に関する秘密、個人

情報については、お客様又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由

がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

SNS等での外部への発信は、双方の同意を得たものに限ります。 

2. サービス担当者会議(ケアプラン会議)に於いて、お客様の情報を、事業所職員、並び

に関係する居宅介護サービス事業者等で共有することに、お客様及び身元引受人は予

め同意します。 

 

第 21条（債務損害遅延金） 

お客様が本契約から生じる債務の支払いを延滞したときは、事業者は延滞金額に対して

年５%の割合による遅延損害金をお客様に対して請求することができるものとします。た

だし、お客様は当該遅延損害金の支払いにより、事業者の契約解除権の行使を免れるも

のではありません。 

 

第 22 条(反社会的勢力の排除の確認)  

お客様及び事業者は、それぞれの相手方に対し、次の各号に掲げる事項を確約します。 

①自らが暴力団、暴力団関係者若しくはこれに準ずる者又は構成員(以下、総称して「反

社会的勢力」という)ではないこと 

 ②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、又はこれらに準ずる者をいう)又は身元引

受人等が反社会的勢力ではないこと 

 ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと 

 ④自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと 

  1）相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

  2）偽計又は威力を用いて相手方の行為又は業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

 

第 23条（合意管轄） 

本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、お客様の住所地を管轄する

裁判所をもって第一審管轄裁判所とすることを、お客様及び身元引受人、事業者は予め

合意します。 

 

第 24条（契約に定めのない事項） 

この契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法令その他法令の定めると
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ころにより、お客様及び身元引受人、事業者が協議の上、誠意をもって処理するものと

します。 

上記の契約を締結したことを証するため、本契約書２通を作成し、記名の上、 各自１通

ずつ保有するものとします。 

 

   年   月   日 

 

（お客様）   

 

〈氏  名〉                  

 

〈電話番号〉  

 

 

署名代行者：                   （続柄：    ） 

 

（連帯保証人） 

〈住  所〉 

 

〈氏  名〉                                   

 

〈電話番号〉          〈Mail〉      ＠      

 

〈勤務先〉 

 

〈勤務先住所〉 

 

〈勤務先電話番号〉  

 

 

（事業者）        埼玉県さいたま市大宮区土手町 1-2 

ケアサポート株式会社  

（適格請求書番号：T5-0300-0101-4248） 

〈委 任 者〉   代表取締役 堀越 太志 

 

事業所   〈所 在 地〉  埼玉県越谷市東越谷６丁目１５番地１１ 

〈事業所名〉  グループホーム ケアサポートこしがや  

〈指定番号〉   1170800898 

     〈受 任 者〉  所長  宍倉 翔太    
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認知症対応型共同生活介護 及び 介護予防認知症対応型共同生活介護 
重要事項説明書 

 

 作成日  2025年 4月 1日   

 

1. 事業主体概要 

事業主体名      グループホーム ケアサポートこしがや 

法  人  名 ケアサポート株式会社 

代 表 者 名 堀越  太志 

所  在  地 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1-2 

法人の理念 

多くの地域高齢者の方々が、「生涯住み慣れた地域」で生活し、「そ

の人らしく･ゆったり･のびのびとした暮らし」が送れるような介護サ

ービスの提供を実現するために設立しました。当法人はお客様へ職員

の「真心」を伝えられる企業を目指します。 

他の介護保険関

連の事業 

デイサービスセンター ケアサポートこしがや 

（通所介護・通所介護相当サービス） 

ショートステイ ケアサポートこしがや 

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

他の介護保険以

外の事業 
なし 

 

 

2. ホーム概要 

ホーム名 グループホーム ケアサポートこしがや 

ホームの目的 

共同生活が可能な認知症高齢者が落ち着いた雰囲気の家庭的な

住居に少人数で住み、２４時間の専門的な援助の下でそれぞれの個

性と能力を発揮しながら暮らしていく場であり、その為のサービス

を行なう家である。 

ホームの運営方針 

認知症であっても人間の尊厳を大切に、お客様が住み慣れた地域

の中で当たり前に暮らしていく。 

｢一生勉強･一生青春｣をテーマに、個々に専門性を以って対応で

きる職員(パートナー)の資質向上を図る共に、お客様の安全と危機

管理の徹底を行なう。 

ホームの責任者 中野 由紀 

開設年月日 平成 16年 4月 1日 

保険事業者指定番号 1170800898 
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所在地 

電話･FAX番号 

埼玉県越谷市東越谷６丁目１５番地１１ 

(電 話) ０４８－９６９－１１６５ 

(ＦＡＸ) ０４８－９６９－１１７７ 

交通の便 
(電車)東武スカイツリーライン越谷駅よりタクシーにて 10分 

(自動車)旧国道４号線市役所入口より５分 

敷地概要(権利関係) 所有者:(土地/建物) 島根 清子 

建物概要(権利関係) 構造：重量鉄骨造３階建    延床面積：260.01㎡ 

居室の概要 

全室(１８室)個室  定員 18名 

洗面台を設置 

居室の外はベランダとなっており自由な雰囲気 

共用施設の概要 

食堂・台所・浴室・脱衣洗濯室  各１室 

便所 2ヶ所（各居室前）・身体障害者用便所１ヶ所 

お客様と共に作業するカウンター付きの台所、そばには  談笑ので

きる食堂がある。段差の解消やエレベーターの設置等、安全への配

慮も徹底している。 

緊急対応方法 
協力病院(緊急指定)    ：青木中央クリニック 

協力医院(かかりつけ医)：入居者のかかりつけによる 

防犯防災設備 

避難設備等の概要 

避難設備：非常通報装置・火災報知器・消火器・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 

防犯設備：防犯用照明 

損害賠償責任保険 

加入先 
あいおいニッセイ同和損保株式会社 

第三者評価実施の

有無 

特定非営利活動法人 ケアマネージメントサポートセンター 

実施日：２０１９年８月１２日 

 

 

3. サービス利用にあたっての留意事項 

① 定期的に面会をして下さい。 

② 原則として通院や入院、薬が必要な場合はご家族による付添いをお願い致します。

また付添えない場合はご家族の責任で付添いを依頼して下さい。 

③ 持込の制限 

貴重品、他のお客様の迷惑になるもの、危険なもの等は持ち込みを制限します。 

④ 貴重品 

貴重品及び所持品につきましては、特別な事情があり、入所時に申告され当事業所

へ管理依頼いただいたものに関してのみ、書面にて確認の上、管理品とさせていた

だきますが、それ以外でお持ちになられたもの、又は日常的にお客様が身に付けら

れているもの（衣類以外）は管理外とさせていただきます。お客様が所持、使用さ

れておられます時の紛失、損傷などは免責事項とさせていただきます。 

⑤ 事業所内外で、けが等の事故が起きた場合、再発防止の観点から、ご家族に協力

を求める場合があります。 

⑥ 事業所設備の使用上の注意 

・ 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って使用して下さい。 
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・ 故意に事業所設備を壊したり、汚したりした場合には、お客様に自己負担によ

り現状に回復していただくか、又は相当の代価をお支払いただく場合がありま

す。 

・ 事業者もしくは事業所職員やお客様に対し、宗教活動、政治活動、営利活動な

ど行うことはできません。 

⑦ 著しい身体能力の低下により生活維持が困難になった場合は、事業所職員の指示

に従って下さい。 

⑧ 死亡の際は、遺体及び遺留金品を速やかにお引き取り下さい。 

⑨ 事業者の指示には協力すると共に、身元引受人等の変更が生じた場合には速やか

に連絡して下さい。 

⑩ 個人の生活消耗品は自己負担となります。 

⑪ 原則として、行事にはご家族も参加して下さい。 

 

4. 協力医療機関名 

協力医療機関名① 青木中央クリニック 

協力医療機関名② 個別に指定(利用者のかかりつけ医)【かかりつけ医】 

協力歯科医院名① 春日部デンタルクリニック 

 

5. ご家族の緊急連絡先 

第１緊急時の連絡先    □ 連帯保証人と同じ 

                      ※同じ場合は記載不要 

氏  名  続  柄  

住  所  

電話番号  
メール 

アドレス 
 

第２緊急時の連絡先    □ 連帯保証人と同じ 

                      ※同じ場合は記載不要 

氏  名  続  柄  

住  所  

電話番号  
メール 

アドレス 
 

＊緊急連絡先につきましては、必ず連絡がとれる人(場所)をご指定ください。 

＊当事業所からのお知らせ、通知等にも上記連絡先を使用させて頂く場合がございます。 

 

6.サービス内容に関する相談・苦情 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：中野 由紀  

  ０４８－９６９－１１６５ 

越谷市役所 地域共生部介護保険課 : 048-963-9305 

越谷市役所地域共生部介護保険課 : 048-963-9169 

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談係 : 048-824-2568 

 

7．虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず
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るものとします 

一、虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底

を図ります。 

二、虐待防止のための指針の整備 

三、虐待を防止するための定期的な研修の実施 

四、前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

8. 秘密保持 

(ア) 事業者及び事業所職員は、サービス提供をする上で知り得たお客様及びそのご家

族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。尚、この守秘義務は

契約終了後も同様です。SNS 等での外部への発信は、双方の同意を得たものに限

ります。 

(イ) サービス担当者会議（ケアプラン会議）等に於いて、お客様の情報を、事業所職

員、並びに関係する居宅介護サービス事業所で共有することに、お客様は予め同

意します。 

 

9. 非常災害対策 

事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備える為、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行ないます。 

 

10. 従事者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務

体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後３か月以内 

（２）継続研修 年４回以上 

 

11. 補足 

下記に掲げる項目については、｢重要事項説明書(別紙)｣にて説明することとし、介護

保険法の見直し等により内容に変更が生じる場合には速やかに書面にてお知らせ致

します。 

① 介護保険料(基本料金) 

② 介護保険給付の対象外となる有料の各種サービス 

③ 職員体制及び勤務体制 

（＊ただし人事異動等による記載内容の変更については省略致します。） 
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グループホーム ケアサポートこしがや認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症

対応型共同生活介護利用にあたり、お客様に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事

項及び「重度化した場合における対応に係る指針」の説明をしました。 

 

 

     年     月     日 

 

（事業者） 

     〈事業所名〉  グループホーム ケアサポートこしがや 

 

 〈代表者名〉 所長  宍倉 翔太 

 

    〈所 在 地〉  埼玉県越谷市東越谷６丁目１５番地１１ 

        

〈説明者名〉     

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者からグループホーム ケアサポートこしがやに

ついての重要事項及び「重度化した場合における対応に係る指針」の説明を受け同意交付

を受けました。 

 

〈お 客 様 氏 名〉                 

       

署名代行者：                           （続柄：     ） 
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認知症対応型共同生活介護 及び 介護予防認知症対応型共同生活介護 

重要事項説明書(別紙) 
 

作成日  2025 年  4 月 1 日 

1. 介護保険料(基本料金)     地域単価：10.27 円   

要介護度 単位数 １日あたりの料金 
１日あたりの自己負担分  

1 割 2 割 3 割 

要支援２ 749 7,692円 770 円 1,539 円 2,308 円 

要介護１ 753 7,733円 774 円 1,547 円 2,320 円 

要介護２ 788 8,092円 810 円 1,619 円 2,428 円 

要介護３ 812 8,339円 834 円 1,668 円 2,502 円 

要介護４ 828 8,503円 851 円 1,701 円 2,551 円 

要介護５ 845 8,678円 868 円 1,736 円 2,604 円 

 

2. 介護保険料（加算料金）  ※対象の方のみ 

※サービス提供体制強化加算・処遇改善加算については、事業所の人員体制の状況を踏ま

えて算定させていただきます。 

 

加算名称 回数 
単位

数 

利用料

金 

1 回あたりの自己負担分 

1 割 2 割 3 割 

初期加算※ 

（入居日から 30 日） 
1 日 30 308 円 31 円 62 円 93 円 

医療連携体制加算Ⅰハ 1 日 37 379 円 38 円 76 円 114 円 

協力医療機関連携加算Ⅰ 1 月 100 1,027 円 103 円 206 円 309 円 

若年性認知症受入加算※ 1 日 120 1,232 円 124 円 247 円 370 円 

退居時相談援助加算※ 1 回限り 400 4,108 円 411 円 822 円 1,233 円 

退居時情報提供加算※ 1 回 250 2,567 円 257 円 514 円 771 円 

看取り介護加算１※ 

（死亡日以前 31 日以上 45

日以下） 

1 日 72 739 円 74 円 148 円 222 円 

看取り介護加算２※ 

（死亡日以前 4日以上 30日

以下） 

1 日 144 1,478 円 148 円 296 円 444 円 

看取り介護加算３※ 

（死亡日以前 2 日又は 3日） 
1 日 680 6,983 円 699 円 1,397 円 2,095 円 

看取り介護加算４※ 

（死亡日） 
1 日 1,280 13,145円 1,315 円 2,629 円 3,944 円 

科学的介護推進体制加算 1 月 40 410 円 41 円 82 円 123 円 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 1 ヶ月 10 102 円 11 円 21 円 31 円 

       

       

処遇改善加算Ⅱ  ｛全ての利用者負担額×17.8％（サービス別加算率）}×負担割合 
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3. サービス及び利用料等 

保険給付サービス 

 食事･排泄･入浴(清拭)･着替えの介助等、日常生活上の世話、日常生活

の中での機能訓練･健康管理･相談･援助等。 

 上記については包括的に提供され、表 1.による要介護度別に応じて定め

られた金額(省令により変動あり)及び表 2.の加算料金が自己負担となり

ます。 

居室の提供(家賃) 

※月額 

16 室 67,000 円 

2 室 72,000 円 

食事の提供   1,950 円／１日単位(おやつ含) 

光熱水費  19,600 円／月額(電気･水道･ガス等) 

共益費 

 18,000 円／月額 

建物(付帯設備含)及び入居者が共用する備品の維持管理費及びその他入

居者間で共用し、個別に算定しがたい消耗品等の費用。 

入居契約金    なし 

 ＊ただし、月途中の入居について、月額が定められている家賃･光熱水費･共益費は、入居日

当日を起算日とした日割り計算とする。 

 ＊食事の提供費は日割り計算の対象となるが、1 食単位ではなく 1 日単位とする。 

 

その他費用 

名称 金額 単位 課税対象 

紙おむつ 110 円 1 枚 非課税 

紙パンツ 160 円 1 枚 非課税 

尿取りﾊﾟｯﾄﾞ（ﾚｷﾞｭﾗｰ） 40 円 1 枚 非課税 

尿取りﾊﾟｯﾄﾞ（ｽｰﾊﾟｰ） 45 円 1 枚 非課税 

尿取りﾊﾟｯﾄﾞ（ﾛﾝｸﾞ） 60 円 1 枚 非課税 

清拭タオル 380 円 1 袋(50 枚) 非課税 

    

    

 保険対象外サービス 
 各個人の利用に応じて自己負担となります。 

 料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。 

 個人消耗品の費用  その他、個人で使用した品は実費精算で自己負担となります。 

 その他費用  近隣行事への参加や旅行等は自己負担となります。 

 

 

4. 職員体制 

職員の職種 員数 保有資格 研修会等受講内容 

管理者 1 人 介護福祉士 
実践者研修 

管理者研修 

計画作成担当 ２人 
介護支援専門員 

介護福祉士 
実践者研修 
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介護従事者 16 名以上 

初任者研修 

実務者研修 

介護福祉士 

 

＊著しい記載内容の変更が生じた場合は書面にてお知らせ致します。 

 

5. 勤務体制 

 勤務帯 勤務時間 勤務人数 合計人数 

昼間の体制 

早番 7:00～16:00 2 人 

6 人 
日勤 8:00~17:00 1 人 

日勤 10:30～19:30 1 人 

遅番 13：00～22：00 2 人 

夜間の体制 夜勤 22：00～7：00 2 人 2 人 

 



 

18 

 


